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消費者基本法・消費者行政
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１．消費生活センターの役割

 1965年 兵庫県立神戸科学センター 設置

 消費者保護条例：1974年の「神戸市民のくらしを
まもる条例」公布

 1970年10月 消費者問題の情報提供や苦情相談
対応、商品テスト、教育研修等を行う機関とし
て国民生活センター設立

 1976年 消費者問題が商品の品質・性能・安全
性に関するものから、商品販売方法に変化

 契約に関する消費者被害が多発

 「訪問販売等に関する法律」が制定（2000年11
月に「特定商取引法に関する法律」に改称）
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１．消費生活センターの役割

 1984年
1960年代に登場したクレジットカード
の普及等による多重債務問題の増加

消費者信用取引、消費者契約の適正化の
ための施策が実施。割賦販売法が改正さ
れ抗弁権の接続が可能に。

 1986年：特定商品等の預託等に関する法
律制定

 1994年：製造物責任法（ＰＬ法）制定
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１．消費生活センターの役割

 2000年：消費者契約法の制定

インターネットに代表される情報通信技
術の急速な発展による新たな消費者問題
の発生

 2001年：電子消費者契約法

 2003年：個人情報保護法等の整備

 2004年6月：消費者保護基本法が改正さ
れ消費者基本法制定
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１．消費生活センターの役割

 消費者保護基本法（1968年）
⇒消費者基本法（2004年）

 消費者を保護の対象から「権利の主体」へ
変更

 国・都道府県・市町村⇒消費者の権利を尊
重し、支援する責務がある

 8つの権利を明確化
 相談を受けるだけではなく、斡旋も地方公
共団体の業務

 消費者と事業者間には情報力や交渉力に格
差

 消費者の権利尊重と自立支援の施策の強化
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 １ 安全である権利

 ２ 知らされる権利

 ３ 選択する権利

 ４ 意見が反映される権利

 ５ 被害が救済される権利

 ６ 消費者教育を受ける権利

 ７ 衣食住などの生活の基本的ニーズが
満たされる権利

 ８ 健康な環境の中で働き生活する権利
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１．消費生活センターの役割



消費者庁への情報の流れ

2015.1.27 10

消費生活用
製品安全法

消費者安全法
その他の事故
情報の収集

事業者
消費者・事業者等

消費者庁

自治体
警察
消防
保健所等

関係省庁

自治体

消費生活
センター
その他
関係部署

関係省庁
/国民生活
センター

事故情報
データ
バンク
参画機関

医療機関
ネット
ワーク
参画機関



１．消費生活センターの役割
消費生活センターの根拠法（消費者安全法）
消費生活相談窓口設置状況

都道府県 政令指定都
市

市区町村 合計

地方公共団
体数

４７ ２０ １７２２ １７８９

消費生活相
談窓口を設
置している
地方公共団
体

４７ ２０ １６２７ １６９４

消費生活セ
ンター

４７ ２０ ７７３

相談窓口 ８５４
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2013年4月1日時点

消費者安全法においてはすべての市町村に設置するとなっている



１．消費生活センターの役割

ＰＩＯ－ＮＥＴ（パイオネット）

全国消費生活情報ネットワークシステム

国民生活センターと全国の消費生活セン
ターに設置した端末機をオンラインで結
ぶ。

複雑化する消費者問題を迅速に対応する
ため、1984年より運用を開始。

全国の消費生活センターが受け付けた消
費生活相談の中の「苦情相談（被害情報
を含む）」を収集。
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１ 消費生活センターの役割

 消費者被害の防止のための啓発、教育、被
害を受けた消費者を迅速に救済するための
支援を行うことを目的として、地方公共団
体に設置されている。

 ①被害を受けた消費者を救済すること（消
費者安全法8条）

 消費者の苦情処理は も身近な市町村の役
割として個々の相談を受け付け個別事案の
解決をする。自主解決できる消費者には、
解決するために役立つ情報を提供し、自主
解決できない消費者には事業者との間に
立って「斡旋」解決を目指す。

2015.1.27 13



１ 消費生活センターの役割

②被害の未然防止

個々の相談内容を分析して被害情報を迅
速に正確にＰＩＯ－ＮＥＴに登録して、
未然防止のための情報の提供と啓発に役
立てる。

死亡事故等の重大事故が発生した場合や
重大事故が発生する前の「ヒヤリハッ
ト」の段階で速やかにＰＩＯ－ＮＥＴで
情報を提供して、消費者庁が他の消費者
に注意喚起情報として発信できるような
処理をする。
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２ 平成25年度消費生活相談の概要（東京都）
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出所：東京都消費生活総合センター相談課



２ 平成25年度消費生活相談の概要（東京都）

36.1

6.2
15.7

4.2

21.9

15.9
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2015.1.27 16出所：東京都消費生活総合センター相談課



２ 平成25年度消費生活相談の概要（東京都）
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2015.1.27 17出所：東京都消費生活総合センター相談課



２ 若者の相談件数の推移（契約当事者
29歳以下である相談 平成25年度東京都）

5307 4719 4427 3254 3153

13723
11978 11247

11062 12136

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

架空・不当請求の相談 架空・不当請求以外の相談

2015.1.27 18出所：東京都消費生活総合センター相談課



２ 若者の相談が占める割合の多い商品・役務
（契約当事者29歳以下である相談 平成25年度 東京都）

商品・役
務分類

主な項目 若者の相
談が占め
る割合

若者の相
談

全年代の相
談

内職・副業 タレント・モデル内職、メールマガ
ジン作成内職 アフィリエイト内職

４４．８％ ２４５ ５４７

理美容 脱毛、痩身、美顔などのエステ
ティックサービス等

４３．８％ ７８０ １７８２

理美容
器具・用品

美顔器・痩身美容器具、脱毛器具 ３９．０％ ２０１ ５１５

教室・講座 タレントモデル養成教室、就活セミ
ナー、海外スポーツくじへの投資

３２・０％ ６３５ １９８２

他の
身の回り品

財布、サングラス、帽子等 ３１．０％ ２３０ ７４３

デジタル
コンテンツ

アダルト情報サイトなどの架空請
求・不当請求、オンラインゲーム等

２３．５％ ３８９５ １６５４２

履物 スニーカー、ブーツ、婦人靴等 ２２．６％ ３１７ １４０２
2015.1.27 19出所：東京都消費生活総合センター相談課



２ 学生の状況 参考資料

（これであなたもひとり立ち 指導書）

これであなたもひとり立ち 指導書

受験のための経済学 15頁～17頁
資料１ 国公・私立大「受験料」

資料２ 国公・私立大「初年度納入金」

資料３ 私立大初年度学生納付金平均額

資料８ 奨学金の種類と教育ローン

ひとり暮らしの生活費 24頁～27頁
おいしい話にご用心・46頁～51頁
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２ 学生の状況 参考資料

（これであなたもひとり立ち 学生版 ）

・ワーク２ 私の命を育んだお金はいくら？

生誕から18歳までの費用を費目毎に算出

・ワーク５ ひとり暮らしの生活費

金銭管理能力や収支を算出

・ワーク８ リボ払いや分割払いを計算

・ワーク１０ おいしい話にご用心

・ワーク１１ 悪質商法とたたかう

クーリング・オフの練習
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